
自立相談支援機関が他制度・多機関へつないだ件数

７

新たな評価指標による調査（R1.5新規相談分）

※ 「その他」としては、家族・親戚・友人等や、フードバンク活動等が挙げられている。
※複数回答

（n=4,830 ）

○ 「新たな評価指標」により令和元年５月分の新規相談２１,１８１件のうち、「他の制度・機関へつなぎ」となった４,８３０ケースのつなぎ先機関を
見ると、「福祉事務所（生活保護担当部署）」が２,０４９人と最も多い。

福祉事務所（生活保護担当部署） 就労支援をしている各種の法人・団体（就労訓練事業を含む）
その他 権利擁護・成年後見
社会福祉協議会（小口貸付、権利擁護以外） 障害者就労支援事業所
小口貸付 家計相談支援機関
ハローワーク 障害者就業・生活支援センター
地域包括支援センター 学校・教育機関
医療機関 警察
法テラス・弁護士（会）・司法書士（会） 町内会・自治会、福祉委員、近隣住民
その他行政の担当部署 ホームレス支援機関
行政の障害担当部署 家庭児童相談室（福祉事務所）
行政の子ども家庭担当部署 男女共同参画センター・婦人相談所・配偶者暴力相談支援センター
行政の高齢担当部署 地域子育て支援センター・その他子育て支援機関
ＮＰＯ・ボランティア団体 地域若者サポートステーション
一般企業 厚生保護施設・自立準備ホーム
行政の保険・年金担当部署 児童相談所・児童家庭支援センター
その他障害者支援機関・施設 一時保護施設
保健所・保健センター・精神保健福祉センター 生活協同組合
民生委員・児童委員 地域生活定着支援センター
居宅介護支援事業所・その他介護事業所 職業訓練機関
行政の税担当部署 商店街・商工会等経済団体
消費生活相談センター・消費生活相談窓口・多重債務者等相談窓口 農業者・農業団体


